
 

委員会資料③ 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ０ 日  

子ども未来部子ども福祉課  

 

学校統合後の飯島児童センターおよび下新城児童室について 

 

１ 児童館・児童センター・児童室とは 

 (1) 目的 

子どもたちに、安全・安心な居場所を確保し、健全な遊びの場と様々な体験、交

流および学習の機会を提供します。 

市内には３１か所の児童館・児童センターと５か所の児童室が設置されています。 

 

 (2) 開館時間 

   月曜日～金曜日   午後１時３０分～午後６時３０分 

      土曜日、学校休業日 午前８時３０分～午後６時３０分 

 

 (3) 飯島児童センターと下新城児童室の違い 

名 称 飯島児童センター 下新城児童室 

面 積 ３４６．１２㎡ ６０㎡（学校の空き教室面積） 

厚生員数 ３人 ２人 

室の種類 図書室兼集会室・遊戯室・ 

ホール・児童クラブ室など 

教室 

特 徴 ・学校から独立した建物（学校敷地内） 

・放課後児童クラブ併設 

・遊戯室（運動スペース）あり 

 →ドッジボールやＷドッジビー、 

  縄跳びなどの遊びが人気 

・児童育成クラブ等、地域のボランテ

ィアの方々による活動あり 

・学校の空き教室を利用 

・動線が小学校内で完結する 

 

(4) 利用実績（令和７年４月～２月末まで） 

（単位：人） 

名  称 飯島児童センター 下新城児童室 

小学校児童数 ４４８ １０５ 

平日利用者(平均)  ７２  ３８ 

土曜利用者(平均)   ８   ０ 

 

２ 小学校統合後の対応について 

    児童館等は１小学校区１児童館等を基本としているため、下新城小学校の閉校に伴

い下新城児童室は閉室となります。 

放課後の子どもたちの居場所としては、飯島小学校敷地内にある飯島児童センター

が利用できます。また、他の小学校区の児童館等も自由に利用ができます。 


